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QA20 輸入食品の監視指導における暫定限度である 370 ベクレル/kg はどのよ

うな扱いになるのでしょうか

 平成 24 年 4 月に設定された基準値や測定方法は輸入食品にも適用されますので、チェル

ノブイリ原子力発電所事故後に設定された暫定限度は廃止されます。

出典：厚生労働省「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関する Q&A について（平成

24 年 7 月 5 日）」より作成

出典の公開日：2012 年 7 月 5 日

本資料への収録日：2012 年 12 月 27 日
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